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 Ⅰ 届出書の記載要領  

 

1. 届の種類 

2. 法対象施設（特定施設、有害物質貯蔵指定施設）の届 

（1）特定施設（有害物質貯蔵指定施設）の設置等の届 

（2）汚濁負荷量測定手法届 

（3）氏名等変更届 

（4）特定施設（有害物質貯蔵指定施設）使用廃止届 

（5）承継届 

 

3. 条例対象施設（指定排水施設）の届 

（1）指定排水施設の設置等の届 

（2）氏名等変更届 

（3）指定施設使用等廃止届 

（4）承継届 
 

 

 Ⅱ 汚水処理施設の設計にあたっての留意事項  

 

 

 Ⅲ 汚濁負荷量測定の概要  

 

 

 Ⅳ 参考資料  

 

 

 届出書記載例  

   

 記載例 1 設置届（特定施設 17、排水あり） 

 記載例 2 設置届（有害物質使用特定施設 65・有害物質貯蔵指定施設、排水あり） 

 記載例 3 設置届（特定施設 71、雨水のみ排水あり（分流式下水道）） 

 記載例 4 設置届（有害物質使用特定施設 71 の 5・有害物質貯蔵指定施設、排水なし（合流式下水道）） 

 記載例 5 設置届（特定施設 72、排水あり） 

 記載例 6 設置届（指定排水施設ホ、排水あり） 

 記載例 7 変更届（特定施設 17 の水量等の変更） 

 記載例 8 汚濁負荷量測定手法届 

 記載例 9 氏名等変更届 

 記載例 10 特定施設使用廃止届 
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この手引において、特に断りがない場合 

「法」とは「水質汚濁防止法」を、「条例」とは「埼玉県生活環境保全条例」をいいます。 

 


